
な
ど
で
は
３
０
人
と
か
１
０

模
が
絶
対
下
が
ら
な
い
よ
う

初
任
給
を
上
げ
る
な
ら
、
ど

ん
で
意
見
や
要
望
の
あ
る
方

人
に
下
げ
ろ
と
い
う
声
も
あ

に
頑
張
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

こ
か
を
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら

は
、
高
教
組
本
部
ま
で
連
絡

る
。
我
々
と
し
て
は
今
の
規

な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る

な
い
。
全
体
が
若
干
で
も
上

し
て
く
だ
さ
い
。

１
０
月
５
日
、
長
崎
北
陽

い
う
内
容
を
少
し
で
も
前
進

こ
と
と
な
り
ま
す
。

向
く
状
況
で
な
い
と
難
し

台
高
校
分
会
か
ら
嬉
し
い
連

さ
せ
た
い
。
高
教
組
運
動
を

同
じ
職
場
で
働
く
仲
間

い
。

絡
が
入
り
ま
し
た
。
若
手
の

一
緒
に
や
り
ま
し
ょ
う
」
と

は
、
高
教
組
が
掲
げ
る
と
り

●
非
常
勤
職
員
の
処
遇
改
善

現
業
職
員
（
嘱
託
）
の
方
が

呼
び
掛
け
た
と
こ
ろ
、
「
こ

く
み
内
容
に
理
解
を
示
し
て

の
た
め
に
何
ら
か
の
措
置
を

「
い
い
で
す
よ
」
と
組
合
加

れ
に
応
え
て
く
れ
た
」
と
い

く
れ
る
は
ず
で
す
。
気
を
軽

●
高
齢
層
の
賃
金
引
き
下
げ

指
摘
に)

各
市
の
状
況
に
つ

と
る
こ
と
…
非
常
勤
職
員
は

入
を
承
知
し
て
く
れ
、
拡
大

う
こ
と
で
す
。

く
し
て
高
教
組
を
語
り
、
加

を
お
こ
な
わ
な
い
こ
と
…(

管

い
て
は
、
公
民
格
差
の
出
方

特
別
職
と
い
う
位
置
づ
け
で

が
実
現
。

１
０
年
度
に
入
っ
て
、
３

入
を
す
す
め
ま
し
ょ
う
。
そ

理
職
層
の
引
き
下
げ
を
お
こ

が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
。
我
々
と

の
雇
用
な
の
で
、地
公
法
上
、

組
合
加
入
を
す
す
め
た
分

８
人
目
の
加
入
で
、
あ
と
３

し
て
、
一
刻
も
早
く
あ
と
３

な
っ
た)

国
の
改
定
は
、
均

し
て
は
、
公
民
格
差
が
ど
う

人
事
委
員
会
の
権
限
の
範
囲

会
に
よ
る
と
、
「
現
業
の
１

２
人
の
加
入
が
実
現
す
る
と

２
人
の
加
入
を
実
現
し
ま
し

衡
の
原
則
、
情
勢
適
応
の
原

で
る
か
に
よ
っ
て
検
討
す

外
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
も
要

年
契
約
の
３
年
更
新
ま
で
と

昨
年
度
の
実
勢
を
回
復
す
る

ょ
う
。

則
が
あ
る
の
で
、
一
つ
の
要

る
。

望
が
あ
っ
た
の
で
委
員
会
の

素
と
し
て
検
討
せ
ざ
る
を
得

●
民
間
を
下
回
っ
て
い
る
初

中
で
も
だ
い
ぶ
議
論
し
た

高
教
組
が
事
務
局
を
つ
と
め
る
長
崎
県
公
務
共
闘
は
９
月
２

な
い
。(

政
令
指
定
都
市
で

任
給
近
辺
の
賃
金
改
善
…
初

が
、
権
限
の
な
い
事
項
に
つ

４
日
、
夏
季
重
点
要
求
書(

７
月
２
１
日
提
出)

に
基
づ
く
人
事

は
引
き
下
げ
勧
告
を
し
て
い

任
給
が
民
間
を
下
回
っ
て
い

い
て
も
の
を
言
う
こ
と
は
で

委
員
会
交
渉
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

な
い
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う

る
の
は
事
実
だ
が
、
現
状
で

き
な
い
と
い
う
の
が
結
論
。

交
渉
に
は
、
公
務
共
闘
か
ら
里
長
崎
自
治
労
連
委
員
長(

公

務
共
闘
議
長)

、
高
橋
自
治
労
連
書
記
次
長
、
高
教
組
の
平
井

委
員
長
、
馬
場
書
記
長(

公
務
共
闘
事
務
局
長)

、
大
場
執
行
委

員
が
参
加
し
、
人
事
委
員
会
は
入
江
事
務
局
長
、
他
２
人
が
対

応
し
ま
し
た
。

今
年
度
の
教
職
員
互
助
組

員
と
し
て
参
加
し
て
い
ま

の
引
き
下
げ
、
②
指
定
旅
館

公
務
共
闘
は
、
公
務
員
の

の
人
事
委
員
会
の
回
答
の
概

合
の
事
業
検
討
委
員
会
の
第

す
。

の
利
用
方
法
の
改
善
、
の
２

賃
金
改
善
や
非
常
勤
職
員
の

要
は
次
の
と
お
り
で
す

１
回
会
合
が
、
９
月
２
４
日

こ
の
日
は
、
こ
れ
ま
で
の

点
が
事
務
局
か
ら
提
案
さ

処
遇
改
善
に
つ
な
が
る
勧
告

●
民
間
調
査
の
比
較
企
業
の

に
開
か
れ
ま
し
た
。

経
過
を
確
認
す
る
と
と
も

れ
、
新
規
事
業
に
つ
い
て
の

な
ど
を
求
め
ま
し
た
が
、
人

規
模
を
１
０
０
人
以
上
に
も

事
業
検
討
委
員
会
は
、
互

に
、
今
年
の
検
討
委
員
会
の

提
案
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

事
委
員
会
の
回
答
は
、
民
間

ど
す
こ
と
…
１
０
０
人
以
上

助
組
合
の
既
存
の
事
業
の
見

進
め
方
が
決
め
ら
れ
ま
し

た
。

準
拠
と
権
限
の
範
囲
を
理
由

の
時
は
、
対
象
に
な
る
民
間

直
し
や
新
規
事
業
の
検
討
を

た
。
今
年
度
の
検
討
事
項
と

今
後
２
～
３
回
の
検
討
委

に
、
消
極
的
な
内
容
に
終
始

労
働
者
が
５
割
に
満
た
な
か

行
う
た
め
の
委
員
会
で
、
高

し
て
は
、
理
事
会
や
評
議
員

員
会
の
結
果
、
報
告
書
を
作

し
ま
し
た
。

っ
た
。
５
０
人
以
上
に
な
っ

教
組
か
ら
は
馬
場
書
記
長
と

会
で
出
さ
れ
た
要
望
事
項
と

成
し
て
理
事
長
に
提
出
す
る

主
な
要
求
項
目
に
つ
い
て

て
６
７
％
に
な
っ
た
。
議
会

山
口
徹
さ
ん(

盲
学
校)

が
委

い
う
こ
と
で
、
①
貸
付
利
率

予
定
で
す
。
組
合
員
の
皆
さ

YOUKOSO KYOUKOSO KOUKYOUSO YOUKOSO KYOUKOSO KOUKYOUSO

こちら書記局こちら書記局
イライラしているとき

親が子に怒りを感じる
■長崎県母親大会■

９月２６日（日）、長崎大学で

長崎県母親大会が開かれました。

女性部を中心に開催に関わり、当

日の参加者は全体で約 500 人、う

ち高教組は 11人参加。

分科会「どんな時子どもに怒り

を感じますか」では、次のような

実体験からの発言がありました。

・「大人の関係がうまくいってい

ない状況で子どもから言い返され

たとき」

・「子が小さい時、気持ちに余裕

がなくイライラしているとき」

・「普段温和な夫が、子が小学５，

６年の時、その子から『お前！』

と言われ、夫は子の胸ぐらを掴む

ことも」

・「支えてくれるべき立場の人、

例えば夫が自分（妻）と違うこと

を指導の言葉として言い、または

傍観的態度をとる」…などなど。

どの発言も子育ての中では起こ

りうる状態で参加者の「共感」を

得ていました。そうしたなかで、

参加者は一同に「親も人間、聖人、

君子ではない。トラブル事例には

家族でなぜそうなったのか、話し

合い、反省することが大事」とい

うある参加者からの発言に皆うな

ずいていました。

「
非
常
勤
職
員
の
待
遇
改
善
で
、
も
の
を

言
う
権
限
は
な
い
」
と
傍
観
的
態
度

「
比
較
企
業
規
模
を
引
き
下
げ
ろ
の
議
会
の

声
あ
る
が
、

頑
張
っ
て
い
る
」
と
弁
明

消極的回答を繰り返す
県人事委員会

■労働条件改善を求めて公務共闘で交渉 ■ 北
陽
台
分
会
で
１
人
拡
大

や
り
遂
げ
よ
う
！
あ
と
３
２
人

動
き
出
す

貸
付
利
率
の
引
き
下
げ

指
定
旅
館
の
利
用
改
善

高
教
組

意
見
や
要
望
受
付
中

長崎高教組・長崎私教連第 58次教育研究集会 教科の研究が中心です

◇ 11月 26日（金）～ 27日（土） 困っていること等話して

◇全体会 諫早商工会館（諫早市高城町５－１０） 共有しパワーアップ！

℡ 0957/22/3323
分科会 高城会館（諫早市高城町 76）

℡ 0957/24/1500 ＊両会場とも諫早高校隣り

◇講 演 『教師の労働と職業教育』（仮）
熊沢 誠さん（甲南大学名誉教授）

互助組合
事業検討
委員会

(昭和38年8月12日第三種郵便物認可）毎月1日、15日発行長 崎 高 教 組 新 聞

発 行
〒850-0013 長崎市中川２丁目２番５号
長崎高教組会館 長崎県高等学校教職員組合
5 (095)-827-5882
F A X (095)-826-2976
編集責任者 平 井 秀 治

一 部 １ ０ 円

高教組メールアドレス

nagaｰkks@fs
inet.or.jp

(１) 第1480号 ２０１０年１０月１日（金）



ン
の
教
諭
が
や
っ
て
き
た
こ

と
で
す
。
職
務
内
容
が
従
来

青
年
教
職
員
意
識
調
査（
３
）

の
教
諭
の
職
務
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
い
の
に
、
新
し
い

級
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
は
ず
で
す
。

高
教
組
は
、
こ
う
し
た
主

張
を
記
載
し
た｢

教
育
職
給

○
「
毎
日
、
勤
務
日
の
勤
務

料
表(

二)

に
『
特
２
級
』
等

時
間
以
外
に
ど
れ
く
ら
い
の

の
新
設
を
勧
告
し
な
い
こ
と

仕
事
を
学
校
で
し
て
い
ま
す

高
教
組
は
９
月
２
４
日
、

対
し
て
、
主
幹
教
諭
は
部
主

を
求
め
る
第
２
次
要
請
書｣

か
」
の
問
い
に
対
し
て
は
、

主
幹
教
諭
・
指
導
教
諭
導
入

事
の
職
務
に
、
部
間
の
調
整

を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
主

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

に
か
か
わ
っ
て
、
特
２
級
等

が
入
っ
た
だ
け
で
す
。

幹
教
諭
・
指
導
教
諭
の
職
務

ヒ
コ
ー
ル
を
あ
げ
ま
し
た
。

す
。（
平
均
）

の
新
設
を
勧
告
し
な
い
こ
と

指
導
教
諭
に
つ
い
て
は
、

内
容
を
考
え
れ
ば
特
２
級
の

午
後
か
ら
の
総
務
省
前
総
決

病
気
休
職
時
の
給
与
は
？

９
０
日(

１
８
０
日)

を
超
え

①
２
～
３
時
間
…
３
２
人

を
求
め
て
、
人
事
委
員
会
交

他
校
の
教
員
の
希
望
に
応
じ

新
設
は
問
題
で
あ
る
と
人
事

起
行
動
に
は
、
全
国
か
ら
の

問

病
気
休
職
の
場
合
、
２

て
い
れ
ば
、
新
た
に
２
年
間

（
３
０
・
２
％
）

渉
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
交

て
、
日
頃
の
授
業
や
指
導
法

委
員
会
で
も
言
う
べ
き
だ
と

公
務
労
働
者
約
千
人
が
集
ま

年
間
は
有
給
だ
と
聞
き
ま
し

が
有
給
と
な
り
ま
す
。

②
３
～
４
時
間
…
２
４
人

渉
に
は
、
高
教
組
か
ら
平
井

を
見
せ
、
そ
の
後
の
研
究
協

求
め
ま
し
た
。

り
、
「
マ
イ
ナ
ス
勧
告
の
実

た
が
、
ど
れ
く
ら
い
支
給
さ

た
だ
し
、
休
職
と
短
期
間

（
２
２
・
６
％
）

委
員
長
・
馬
場
書
記
長
・
大

議
な
ど
で
指
導
・
助
言
す
る

こ
れ
に
対
し
て
人
事
委
員

施
を
や
め
よ
！
」
、「
公
務
・

れ
る
の
で
す
か
？
ま
た
、
一

の
復
職
の
繰
り
返
し
が
３
年

③
１
～
２
時
間
…
２
０
人

場
執
行
委
員
が
参
加
し
、
人

こ
と
が
主
な
職
務
だ
と
説
明

会
は
、
「
職
務
内
容
に
つ
い

公
共
サ
ー
ビ
ス
を
破
壊
す
る

旦
復
職
し
た
後
、
再
度
、
休

以
上
続
く
場
合
は
、
分
限
処

（
１
８
・
９
％
）

事
委
員
会
は
入
江
局
長
他
１

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

て
県
教
委
か
ら
ち
ゃ
ん
と
聞

地

域
主

権

改

革

を

や

め

職
し
た
場
合
は

分
の
検
討
対
象

④
４
時
間
以
上
…
１
３
人

人
が
対
応
し
ま
し
た
。

職
務
は
、
従
来
も｢

パ
ワ
ー

い
て
、
ど
い
う
い
う
形
の
勧

よ
！
」な
ど
を
訴
え
ま
し
た
。
ど
う
な
る
の
で

と
さ
れ
る
こ
と

（
１
２
・
３
％
）

交
渉
で
高
教
組
は
、
９
月

テ
ィ
ー
チ
ャ
ー｣

等
の
名
称

告
を
す
る
か
は
人
事
委
員
会

し
ょ
う
か
？

が
あ
り
ま
す
。

④
１
時
間
以
内
…
１
３
人

１
５
日
の
県
教
委
交
渉
で
明

を
つ
け
る
な
ど
し
て
ベ
テ
ラ

で
決
め
る
」と
答
え
ま
し
た
。

(

以
上
、｢

教
職

（
１
２
・
３
％
）

ら
か
に
な
っ
た
指
導
教
諭
等

答

結
核
以
外

員
が
分
限
事
由

⑥
な
し
…
４
人

の
職
務
内
容
は
、
副
校
長
に

「
公
務
員
賃
金
の
切
り
下

の
病
気
で
の
休

に
該
当
す
る
可

（
３
・
８
％
）

教
頭
と
同
じ
３
級
を
適
用
す

げ
許
す
な
！
公
務
・
公
共
サ

職
の
場
合
、
２

能
性
の
あ
る
場

る
と
い
う
２
年
前
の
人
事
委

ー
ビ
ス
拡
充
、
労
働
者
派
遣

年
間
は
、
給
料

合

の

対

応

方

回
答
者
１
０
６
人
の
ほ
ぼ

員
会
の
判
断
を
基
準
と
す
れ

法
の
抜
本
改
正
、
秋
年
闘
争

・
扶
養
手
当
・

針｣

よ
り)

す
べ
て
の
教
職
員
が
毎
日
、

ば
、
特
２
級
と
い
う
新
し
い

勝
利
９
・
３
０
中
央
総
決
起

地
域
手
当
・
住

超
勤
実
態
に
あ
る
こ
と
が
う

級
を
つ
く
る
必
要
の
な
い
も

集
会
」
で
は
、
全
労
連
議
長

居
手
当
及
び
期

か
が
え
ま
す
。

の
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張

９
月
３
０
日
、
「
公
務
員

が
「
国
民
生
活
・
地
域
経
済

末
手
当
の
８
割

「
な
し
」
の
回
答
は
時
間

し
ま
し
た
。

賃
金
改
善
、
労
働
基
本
権
回

を
ま
す
ま
す
破
壊
す
る
構
造

が
支
給
さ
れ
ま
す
。
結
核
性

転
勤
１
年
目
で
異
動
？

講
師
や
嘱
託
の
青
年
教
職
員

す
な
わ
ち
、
副
校
長
の
導

復
、
労
働
者
派
遣
法
の
抜
本

改
革
へ
の
逆
流
を
許
さ
ず
、

疾
患
の
場
合
は
給
与
の
全
額

問

第
四
地
区
中
断
の
ま
ま
、

な
ど
が
回
答
し
て
い
る
と
考

入
が
決
め
ら
れ
た
２
年
前
の

改
正
」
な
ど
を
求
め
る
全
労

官
民
の
共
同
を
さ
ら
に
広
げ

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

今
年
４
月
に
現
任
校
に
転
勤

え
ら
れ
ま
す
。

（
続
く
）

人
事
委
員
会
勧
告
で
は
、
副

連
・
春
闘
共
闘
・
公
務
部
会

て
、
賃
上
げ
や
社
会
保
障
の

二
度
目
の
休
職
に
つ
い
て

し
た
の
で
す
が
、
校
長
か
ら

校
長
の
処
遇
と
し
て
、
校
長

・
公
務
労
組
連
絡
会
の
中
央

拡
充
、
地
域
経
済
の
回
復
な

は
、
９
０
日(

精
神
疾
患
や
脳

｢

あ
な
た
は
中
断
期
間
が
６
年

と
教
頭
の
間
に
新
し
い
級
を

行
動
に
、
長
崎
高
教
組
か
ら

ど
を
実
現
さ
せ
よ
う
」
と
呼

血
管
疾
患
な
ど
の
特
定
疾
患

を
超
え
て
い
る
か
ら
、
異
動

し
て
異
動
は
あ
り
ま
せ
ん
。

設
置
す
る
の
で
は
な
く
、
教

鈴
木
さ
ん(

鳴
滝
通
信)

、
田

び
か
け
ま
し
た
。

の
場
合
は
１
８
０
日)

以
内

対
象
に
な
る｣

と
言
わ
れ
ま
し

人
事
異
動
方
針
の
運
用
規
程

頭
と
同
じ
３
級
に
し
て
、
手

島
さ
ん(

波
佐
見)

、
本
部
の

全
教
は
、
「
少
人
数
学
級

で
、
同
一
疾
病
に
よ
る
場
合

た
。
転
勤
一
年
目
で
も
異
動

の
中
に
、｢

６
年
経
過
後
は
同

当
で
対
応
す
る
こ
と
を
勧
告

寺
田
書
記
次
長
、
大
場
執
行

の
実
現
に
む
け
て
文
科
省
が

は
、
休
職
期
間
が
通
算
さ
れ

す
る
場
合
が
あ
る
の
で
し
ょ

一
校
勤
続
年
数
に
か
か
わ
ら

し
ま
し
た
。

委
員
の
４
人
が
参
加
し
ま
し

予
算
要
求
す
る
な
ど
新
し
い

ま
す
の
で
、
２
年
間
の
う
ち

う
か
？

ず
補
充
を
優
先
さ
せ
る｣

と
い

副
校
長
は
教
頭
と
比
べ
る

た
。

流
れ
が
起
こ
っ
て
い
る
。
ゆ

の
残
っ
た
期
間
だ
け
有
給
と

う
文
言
が
あ
る
こ
と
を
見
て
、

と
、
校
長
不
在
の
際
の
決
裁

当
日
の
午
前
、
全
教
・
日

き
と
ど
い
た
教
育
実
現
の
た

な
り
ま
す
。
復
職
期
間
が
、

答

転
勤
一
年
目
は
原
則
と

校
長
が
機
械
的
に
判
断
し
た

権
を
持
つ
な
ど
、
職
責
に
か

高
教
は
全
国
か
ら
参
加
し
た

め
奮
闘
す
る
」
と
決
意
を
述

と
思
わ
れ
ま
す
。

な
り
の
違
い
が
あ
り
ま
す

２
０
０
人
の
仲
間
と
と
も

べ
ま
し
た
。

て
、
衆
・
参
の
す
べ
て
の
国

議
議
員
８
人
に
労
働
者
派
遣

県
教
委
も｢

補
充
対
象
者
で

が
、
そ
の
違
い
に
対
し
て
は

雨
の
中
で
の

に
、
財
務
省
前
要
求
行
動
を

集
会
後
、
参
加
者
は
、
労

会
議
員
へ
の
要
請
行
動
に
と

法
の
抜
本
改
正
を
要
請
し
ま

は
あ
る
が
、
一
年
で
動
か
す

級
の
新
設
で
は
な
く
手
当
で

財
務
省
前
要
求
行
動

行
い
、
「
教
育
費
の
完
全
無

働
者
派
遣
法
の
抜
本
改
正
ほ

り
く
み
ま
し
た
。
長
崎
高
教

し
た
。

こ
と
は
な
い｣

と
答
え
て
い
ま

対
応
し
た
訳
で
す
。
そ
れ
に

償
化
」
を
訴
え
、
シ
ュ
プ
レ

か
、
各
単
産
の
要
求
を
携
え

組
は
２
組
に
分
か
れ
て
、
衆

す
。

ようこそ 今日こそ 高教組 ようこそ 今日こそ 高教組

Q ＆

＊職場からの問い合わせに答えて

いきます。参考にしてください＊

＝
高
教
組
＝

「
特
２
級
の
適
用
は
職
務
内
容
か
ら
不
適
」
と
追
及

○

「
県
教
委
か
ら
聞
い
て
勧
告
内
容
を
決
め
る
」

と
釈
明

＝
人
事
委
員
会
＝

主幹・指導教諭問題

特別募集：11月15日まで

賃
上
げ
で
地
域
経
済
の
回
復
を

９
・
３
０

中
央
行
動
に
千
人
結
集

長
崎
高
教
組
か
ら
４
人
参
加

派
遣
法
の
改
正
も
要
請

超
勤
２
，
３
時
間
以
上

が

常
態
化

(昭和38年8月12日第三種郵便物認可）毎月1日、15日発行長 崎 高 教 組 新 聞(２) 第1480号 ２０１０年１０月１日（金）


